
　
健
康
保
険
法
︵
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
︶
第
六
十
五
条
第
一
項
及
び
第
六
十
八
条
第
二
項
の

規
定
に
基
づ
き
︑
以
下
の
と
お
り
保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
薬
局
の
指
定
を
行
っ
た
の
で
︑
保
険

医
療
機
関
及
び
保
険
薬
局
の
指
定
並
び
に
保
険
医
及
び
保
険
薬
剤
師
の
登
録
に
関
す
る
政
令
︵
昭
和

三
十
二
年
政
令
第
八
十
七
号
︶
第
一
条
及
び
第
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
︑
公
示
す
る
︒

令
和

年

月

日東
北
厚
生
局
長
　
　
　
　
　
　
　
　
　
尾
　
崎
　
俊
　
雄

名　

称　

所　

在　

地　

指

定

年

月

日

指

定

年

月

日

医
療
法
人
杉
の
子
会
　
マ
リ
オ
ス
小
林
内
科
ク
リ
ニ

ッ
ク

令
和
八
年
三
月
一
日

盛
岡
市
盛
岡
駅
西
通
二
丁
目
九
番
一
号
マ
リ
オ
ス
一

一
階

医
療
法
人
黒
川
産
婦
人
科
医
院

令
和
八
年
三
月
一
日

盛
岡
市
愛
宕
町
二
番
五
一
号

金
沢
内
科
医
院

令
和
八
年
三
月
一
日

宮
古
市
磯
鶏
沖
一
五
番
二
〇
号

銀
河
ク
リ
ニ
ッ
ク

令
和
八
年
三
月
一
日

花
巻
市
花
城
町
一
二
番
一
一
号

一
関
す
ず
き
整
形
外
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

令
和
八
年
三
月
一
日

一
関
市
山
目
字
才
天
二
二
一
番
地

に
し
ね
眼
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

令
和
八
年
三
月
一
日

八
幡
平
市
大
更
第
二
四
地
割
二
九
番
地
一

ひ
ら
た
外
科
内
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

令
和
八
年
三
月
一
日

奥
州
市
江
刺
愛
宕
字
観
音
堂
沖
四
〇
一
番
地
六

岩
手
沼
宮
内
ク
リ
ニ
ッ
ク

令
和
八
年
三
月
十
八
日

岩
手
郡
岩
手
町
大
字
子
抱
第
五
地
割
六
番
地
八
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指
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年
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日

指

定

年

月

日

ひ
で
あ
き
歯
科

令
和
八
年
三
月
二
十
一
日

盛
岡
市
肴
町
三
番
一
八
号
ラ
オ
・
エ
ム
・
コ
︱
ト
一

階

か
な
ざ
わ
歯
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

令
和
八
年
三
月
七
日

盛
岡
市
本
町
通
二
丁
目
一
四
番
三
八
号

お
い
か
わ
歯
科
医
院

令
和
八
年
三
月
十
二
日

釜
石
市
港
町
二
丁
目
一
番
一
号
イ
オ
ン
タ
ウ
ン
釜
石

三
Ｆ

内
舘
歯
科
医
院

令
和
八
年
三
月
一
日

下
閉
伊
郡
山
田
町
飯
岡
第
二
地
割
一
番
地
六
〇
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地　

指

定

年
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日

指

定

年

月

日

サ
ン
ド
ラ
ッ
グ
盛
岡
南
サ
ン
サ
薬
局

令
和
八
年
三
月
一
日

盛
岡
市
津
志
田
西
二
丁
目
一
七
番
五
〇
号

に
い
さ
と
調
剤
薬
局

令
和
八
年
三
月
三
日

宮
古
市
茂
市
第
一
地
割
一
一
五
番
地
四

日
本
調
剤
花
巻
薬
局

令
和
八
年
三
月
一
日

花
巻
市
御
田
屋
町
四
番
五
四
号

み
ち
の
く
調
剤
薬
局

令
和
八
年
三
月
一
日

一
関
市
大
手
町
三
番
二
六
号

み
ず
ほ
薬
局

令
和
八
年
三
月
一
日

紫
波
郡
矢
巾
町
大
字
南
矢
幅
第
六
地
割
一
四
三
番
地

一
二
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